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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紫外線の吸収又は散乱用の皮膚外用剤を皮膚に塗布した後の塗りむらの評価を行う皮膚
外用剤の塗りむら評価方法において、
　前記皮膚外用剤を塗布した皮膚に所定の波長領域からなる紫外光を被写体に照射し、照
射後の前記被写体の皮膚を撮像手段により撮影し、撮影された前記被写体の皮膚のＵＶ画
像を取得するための制御を行う撮影制御ステップと、
　前記撮影制御ステップにより得られる前記撮影された前記ＵＶ画像のＵＶ反転画像を生
成し、生成したＵＶ反転画像又は前記ＵＶ画像に基づいて前記塗りむらを評価する塗りむ
ら評価ステップとを有し、
　前記塗りむら評価ステップは、前記撮影制御ステップにより得られる前記ＵＶ反転画像
又は前記ＵＶ画像に含まれる皮膚領域の輝度情報と、前記皮膚外用剤と前記皮膚外用剤に
含まれる吸収剤及び／又は散乱剤との混合比率とに基づいて、前記塗りむらを評価するこ
とを特徴とする塗りむら評価方法。
【請求項２】
　前記皮膚外用剤の塗りむら評価を行うための少なくとも１つの指標を導出する指標導出
ステップを有し、
　前記塗りむら評価ステップは、前記指標導出ステップにより得られる前記少なくとも１
つの指標を用いて、前記塗りむら評価を行うことを特徴とする請求項１に記載の塗りむら
評価方法。
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【請求項３】
　前記指標導出ステップは、
　前記皮膚領域に含まれる画素毎の輝度情報に基づいてヒストグラムを生成し、生成した
ヒストグラムの形状に基づいて前記指標を少なくとも１つ導出することを特徴とする請求
項２に記載の塗りむら評価方法。
【請求項４】
　紫外線の吸収又は散乱用の皮膚外用剤を皮膚に塗布した後の塗りむらの評価を行う皮膚
外用剤の塗りむら評価装置において、
　前記皮膚外用剤を塗布した皮膚に所定の波長領域からなる紫外光を被写体に照射し、照
射後の前記被写体の皮膚を撮像手段により撮影し、撮影された前記被写体の皮膚のＵＶ画
像を取得するための制御を行う撮影制御手段と、
　前記撮影制御手段により得られる前記撮影された前記ＵＶ画像のＵＶ反転画像を生成し
、生成したＵＶ反転画像又は前記ＵＶ画像に基づいて前記塗りむらを評価する塗りむら評
価手段とを有し、
　前記塗りむら評価手段は、前記撮影制御手段により得られる前記ＵＶ反転画像又は前記
ＵＶ画像に含まれる皮膚領域の輝度情報と、前記皮膚外用剤と前記皮膚外用剤に含まれる
吸収剤及び／又は散乱剤との混合比率とに基づいて、前記塗りむらを評価することを特徴
とする塗りむら評価装置。
【請求項５】
　前記皮膚外用剤の塗りむら評価を行うための少なくとも１つの指標を導出する指標導出
手段を有し、
　前記塗りむら評価手段は、前記指標導出手段により得られる前記少なくとも１つの指標
を用いて、前記塗りむら評価を行うことを特徴とする請求項４に記載の塗りむら評価装置
。
【請求項６】
　前記指標導出手段は、
　前記皮膚領域に含まれる画素毎の輝度情報に基づいてヒストグラムを生成し、生成した
ヒストグラムの形状に基づいて前記指標を少なくとも１つ導出することを特徴とする請求
項５に記載の塗りむら評価装置。
【請求項７】
　請求項１乃至３の何れか１項に記載の皮膚外用剤の塗りむら評価方法を実行させるよう
にコンピュータを動作させることを特徴とする塗りむら評価プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膚外用剤の塗りむら評価方法、塗りむら評価装置、及び塗りむら評価プロ
グラムに係り、特に皮膚外用剤を塗布した後の塗りむらを簡便且つ短時間に評価するため
の塗りむら評価方法、塗りむら評価装置、及び塗りむら評価プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、紫外線吸収剤を含んだサンスクリーン化粧料が皮膚に塗布されているかどう
かを判定する方法や、皮膚に塗布したサンスクリーン化粧料が所定の洗浄剤を用いてどの
程度落ちているかを判定する方法に関する技術が開示されている（例えば、特許文献１参
照。）
　特許文献１に示されている技術では、皮膚に塗布するサンスクリーン化粧料が吸収する
波長領域の紫外線を皮膚に照射しながら皮膚の画像を撮影し、その撮影画像において皮膚
からの蛍光を検出してサンスクリーン化粧料の塗布状態を判定している。また、特許文献
１に示されている技術は、サンスクリーン化粧料を塗布した皮膚を洗浄剤で洗浄した後、
皮膚に塗布したサンスクリーン化粧料が吸収する波長領域の紫外線を皮膚に照射しながら
皮膚の画像を撮影し、その撮影画像から皮膚上のサンスクリーン化粧料の洗浄残りを特定
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してサンスクリーン化粧料の洗浄性を判定している。
【０００３】
　また、近年では、紫外線（ＵＶ）を用いるシミの分類方法において、偏光フィルタを用
いるＵＶ（Ｕｌｔｒａ Ｖｉｏｌｅｔ）カメラを採用する肌画像撮影装置を用いて、異な
る波長の紫外線を照射して撮像した画像に基づいて、肌のシミを分類する方法に関する技
術が開示されている（例えば、特許文献２参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３２１３３３号公報
【特許文献２】特開２００８－２３７２４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来技術においては、サンスクリーン化粧料やサンプロテクト
化粧料等に含まれる紫外線吸収剤や紫外線散乱剤、或いはそれらの混合剤を塗布した後の
塗りむらを、所定のＵＶ波長領域で撮影可能なカメラから取得した画像を用いて評価する
手法は開示されていなかった。なお、上述した技術は、紫外線吸収剤や紫外線散乱剤を含
む、サンスクリーン化粧料やサンプロテクト化粧料以外の皮膚外用剤においても上述した
ような塗りむら評価法は存在しておらず、皮膚外用剤を評価対象者に塗布した後の塗りむ
らを簡便且つ短時間に評価する手法は開示されていなかった。
【０００６】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであって、皮膚外用剤を評価対象者に塗
布した後の塗りむらを簡便且つ短時間に評価するための塗りむら評価方法、塗りむら評価
装置、及び塗りむら評価プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するために、本件発明は、以下の特徴を有する課題を解決するため
の手段を採用している。
【０００８】
　請求項１に記載された発明は、紫外線の吸収又は散乱用の皮膚外用剤を皮膚に塗布した
後の塗りむらの評価を行う皮膚外用剤の塗りむら評価方法において、前記皮膚外用剤を塗
布した皮膚に所定の波長領域からなる紫外光を被写体に照射し、照射後の前記被写体の皮
膚を撮像手段により撮影し、撮影された前記被写体の皮膚のＵＶ画像を取得するための制
御を行う撮影制御ステップと、前記撮影制御ステップにより得られる前記撮影された前記
ＵＶ画像のＵＶ反転画像を生成し、生成したＵＶ反転画像又は前記ＵＶ画像に基づいて前
記塗りむらを評価する塗りむら評価ステップとを有し、前記塗りむら評価ステップは、前
記撮影制御ステップにより得られる前記ＵＶ反転画像又は前記ＵＶ画像に含まれる皮膚領
域の輝度情報と、前記皮膚外用剤と前記皮膚外用剤に含まれる吸収剤及び／又は散乱剤と
の混合比率とに基づいて、前記塗りむらを評価することを特徴とする。
【０００９】
　請求項１記載の発明によれば、皮膚外用剤を評価対象者に塗布した後の塗りむらを簡便
且つ短時間に評価することができる。また、皮膚外用剤に含まれる吸収剤及び／又は散乱
剤の比率情報に基づいて撮影画像を用いた塗りむら評価をより高精度に実現することがで
きる。
【００１０】
　請求項２に記載された発明は、前記皮膚外用剤の塗りむら評価を行うための少なくとも
１つの指標を導出する指標導出ステップを有し、前記塗りむら評価ステップは、前記指標
導出ステップにより得られる前記少なくとも１つの指標を用いて、前記塗りむら評価を行
うことを特徴とする。
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【００１１】
　請求項２記載の発明によれば、導出された少なくとも１つの指標に基づいて均一に高精
度な塗りむら評価を実現することができる。
【００１４】
　請求項３に記載された発明は、前記指標導出ステップは、前記皮膚領域に含まれる画素
毎の輝度情報に基づいてヒストグラムを生成し、生成したヒストグラムの形状に基づいて
前記指標を少なくとも１つ導出することを特徴とする。
【００１５】
　請求項３記載の発明によれば、輝度情報を用いて指標を導出することで、容易且つ高精
度に塗りむら評価を行うことができる。
【００１６】
　請求項４に記載された発明は、紫外線の吸収又は散乱用の皮膚外用剤を皮膚に塗布した
後の塗りむらの評価を行う皮膚外用剤の塗りむら評価装置において、前記皮膚外用剤を塗
布した皮膚に所定の波長領域からなる紫外光を被写体に照射し、照射後の前記被写体の皮
膚を撮像手段により撮影し、撮影された前記被写体の皮膚のＵＶ画像を取得するための制
御を行う撮影制御手段と、前記撮影制御手段により得られる前記撮影された前記ＵＶ画像
のＵＶ反転画像を生成し、生成したＵＶ反転画像又は前記ＵＶ画像に基づいて前記塗りむ
らを評価する塗りむら評価手段とを有し、前記塗りむら評価手段は、前記撮影制御手段に
より得られる前記ＵＶ反転画像又は前記ＵＶ画像に含まれる皮膚領域の輝度情報と、前記
皮膚外用剤と前記皮膚外用剤に含まれる吸収剤及び／又は散乱剤との混合比率とに基づい
て、前記塗りむらを評価することを特徴とする。
【００１７】
　請求項４記載の発明によれば、皮膚外用剤を評価対象者に塗布した後の塗りむらを簡便
且つ短時間に評価することができる。また、皮膚外用剤に含まれる吸収剤及び／又は散乱
剤の比率情報に基づいて撮影画像を用いた塗りむら評価をより高精度に実現することがで
きる。
【００１８】
　請求項５に記載された発明は、前記皮膚外用剤の塗りむら評価を行うための少なくとも
１つの指標を導出する指標導出手段を有し、前記塗りむら評価手段は、前記指標導出手段
により得られる前記少なくとも１つの指標を用いて、前記塗りむら評価を行うことを特徴
とする。
【００１９】
　請求項５記載の発明によれば、導出された少なくとも１つの指標に基づいて均一に高精
度な塗りむら評価を実現することができる。
【００２２】
　請求項６に記載された発明は、前記指標導出手段は、前記皮膚領域に含まれる画素毎の
輝度情報に基づいてヒストグラムを生成し、生成したヒストグラムの形状に基づいて前記
指標を少なくとも１つ導出することを特徴とする。
【００２３】
　請求項６記載の発明によれば、輝度情報を用いて指標を導出することで、容易且つ高精
度に塗りむら評価を行うことができる。
【００２４】
　請求項７に記載された発明は、請求項１乃至３の何れか１項に記載の皮膚外用剤の塗り
むら評価方法を実行させるようにコンピュータを動作させることを特徴とする塗りむら評
価プログラムである。
【００２５】
　請求項７記載の発明によれば、皮膚外用剤を評価対象者に塗布した後の塗りむらを簡便
且つ短時間に評価することができる。また、プログラムをインストールすることにより、
汎用のパーソナルコンピュータ等で本発明における皮膚外用剤の塗りむら評価処理を容易
に実現することができる。
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【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、皮膚外用剤を塗布した後の塗りむらを簡便且つ短時間に評価すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本実施形態における塗りむら評価システムの一例を示す図である。
【図２】本実施形態における撮影装置の概略構成の一例を示す図である。
【図３】本実施形態における塗りむら評価装置の機能構成の一例を示す図である。
【図４】本実施形態における塗りむら評価を行うための塗りむら指標の一例を示す図であ
る。
【図５】本実施形態における皮膚外用剤塗布後の塗りむら評価処理が実現可能なハードウ
ェア構成の一例を示す図である。
【図６】本実施形態における皮膚外用剤塗布後の塗りむら評価処理手順の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図７】紫外線吸収剤、紫外線散乱剤を含む皮膚外用剤を擬似皮膚に塗布して撮影した画
像例を示す図である。
【図８】本実施形態における画像例と評価の内容を説明するための図（その１）である。
【図９】本実施形態における画像例と評価の内容を説明するための図（その２）である。
【図１０】本実施形態における画像例と評価の内容を説明するための図（その３）である
。
【図１１】本実施形態における画像例と評価の内容を説明するための図（その４）である
。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　＜本発明について＞
　本発明は、紫外線吸収剤及び／又は紫外線散乱剤等を含む皮膚外用剤を塗りむら評価対
象者（被写体）に塗布した後の塗りむらを、所定のＵＶ波長領域で撮影可能なカメラ（撮
像手段）等を用いて撮影された画像から評価することで、皮膚外用剤の塗りむらを簡便且
つ短時間に評価することができる。
【００２９】
　以下に、本発明における皮膚外用剤の塗りむら評価方法、塗りむら評価装置、及び塗り
むら評価プログラムを好適に実施した形態について、図面を用いて説明する。
【００３０】
　＜塗りむら評価システム：システム構成例＞
　まず、本実施形態における塗りむら評価を行う塗りむら評価システムのシステム構成例
について、図を用いて説明する。図１は、本実施形態における塗りむら評価システムの一
例を示す図である。図１に示す塗りむら評価システム１０は、塗りむら評価装置１１と、
ＵＶカメラ１２と、コントローラ１３と、電動ステージ１４と、カメラ電源１５と、タイ
ミング制御手段１６と、制御手段１７と、ＮＤ（Ｎｅｕｔｒａｌ　Ｄｅｎｓｉｔｙ）フィ
ルタ１８と、ストロボ１９と、インバータ２０と、蛍光灯２１とを有するよう構成されて
いる。
【００３１】
　塗りむら評価装置１１は、本実施形態におけるＵＶカメラ１２により所定の条件で撮影
された画像を取得し、撮影した被写体（塗りむら評価対象者）の肌（皮膚）等に予め塗布
されている皮膚外用剤の塗りむらを評価する。なお、塗りむら評価装置１１における具体
的な処理内容については後述する。
【００３２】
　ＵＶカメラ１２は、所定のＵＶ波長領域において、被写体の肌画像を撮影するものであ
る。なお、ＵＶカメラ１２には、ＵＶレンズ１２Ｌが設けられており、必要に応じて拡大
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、縮小等のフォーカス調整を行い、例えば顔全体画像を取得したり、頬や顎等の所定領域
からなる局部画像を取得することができる。
【００３３】
　なお、本実施形態において、ＵＶカメラで撮影可能なＵＶ波長領域は、例えば、ＵＶＡ
Ｉ（波長が約３６０～４００ｎｍ）、ＵＶＡＩＩ（波長が約３２０～３６０ｎｍ）、ＵＶ
Ｂ（波長が約２８０～３２０ｎｍ）、及びＶｉｏｌｅｔ（波長が約４００～４５０ｎｍ）
の波長別画像等を取得することができる。また、本実施形態では、例えば上述の波長範囲
から設定される任意の波長範囲において撮影画像を取得してもよく、例えば、波長が約３
２０～４００ｎｍまでのＵＶＡ領域全体における画像を取得することもできる。また、Ｕ
Ｖカメラ１２は、撮影された映像（Ｖｉｄｅｏ）や画像等を塗りむら評価装置１１に出力
する。
【００３４】
　コントローラ１３は、ＵＶカメラ１２が設置された電動ステージ１４を任意の方向に任
意のタイミングで移動させる。なお、コントローラ１３は、塗りむら評価装置１１と接続
されており、コントローラ１３を用いてユーザ等が電動ステージ１４の移動指示をした場
合には、その制御信号が塗りむら評価装置１１にも送信され、移動した位置情報（例えば
、座標等）と、その位置でＵＶカメラ１２により撮影された画像とが関連付けられて蓄積
される。
【００３５】
　電動ステージ１４は、ＵＶカメラ１２を着脱自在に設置可能なステージであり、ＵＶカ
メラ１２を載置したままコントローラ１３からの制御信号により３次元の何れの方向にも
移動することができる。電動ステージ１４によってＵＶカメラ１２を移動可能とすること
により、被写体を真正面から撮影したり、正面に対して斜め方向或いは側面方向から取得
することができる。
【００３６】
　カメラ電源１５は、ＵＶカメラ１２に電力を供給して起動／停止させるための電源であ
る。また、タイミング制御手段１６は、電源コントロールを行い、塗りむら評価装置１１
からの指示（トリガー信号）に対してＵＶカメラ１２に撮影指示信号を送ったり、ストロ
ボ１９に対して、ＵＶカメラ１２の撮影指示信号にシンクロさせたシンクロ信号により発
光指示を送信する。これにより、ストロボ１９の発光時にＵＶカメラ１２で被写体の肌等
を撮影することができる。
【００３７】
　制御手段１７は、塗りむら評価装置１１からの制御信号等により、ＮＤフィルタ等の切
り替え制御や蛍光灯の点灯、消灯等の制御を行う。また、ＮＤフィルタ１８は、予め設定
された複数のフィルタを有しており、撮影の条件に応じてそのうち何れか１つのフィルタ
に切り替え、そのフィルタを介してＵＶカメラ１２が被写体の肌画像を撮影する。
【００３８】
　ＮＤフィルタ１８は、ＵＶレンズ１２Ｌに入る光の量を調整するためのフィルタである
。このＮＤフィルタ１８を使用することで撮影の際のシャッタースピードを下げることが
でき、例えば長時間露出による特殊効果をだすといった撮影を行うことができる。
【００３９】
　なお、本実施形態におけるＮＤフィルタ１８の種類は、透過させる光量の違いにより複
数設定することができる。例えば、ＮＤ２であれば光量は１／２であり、ＮＤ４００であ
れば１／４００の光量となる。
【００４０】
　なお、本実施形態におけるフィルタの種類は、上述したＮＤフィルタに限定されず、例
えば偏光フィルタ、ＵＶフィルタ、色温度変換・色補正フィルタ等、本発明において使用
可能なフィルタを必要に応じて選択して使用することができる。
【００４１】
　ストロボ１９は、具体的にはエレクトロニックフラッシュ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｆ
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ｌａｓｈ）であり、ＵＶカメラ１２により被写体の皮膚外用剤が塗布された肌画像等を撮
影する際に使用される発光装置である。ストロボ１９は、タイミング制御手段１６からの
シンクロ信号と、制御手段１７からの制御信号に基づいてＵＶカメラ１２による撮影のタ
イミングで発光を行う。なお、本実施形態では、ストロボ１９の前にＵＶ偏光フィルタや
バンドパスフィルタ等が設けられてもよい。
【００４２】
　インバータ２０は、直流電力から交流電力を電気的に生成する（逆変換する）電源回路
である。インバータ２０は、制御手段１７から送られた信号に基づいて蛍光灯２１に交流
電力を供給する。また、蛍光灯２１は、可視光線を照射して被写体の撮影される部分の照
度を上げるために用いられるものであり、インバータ２０により、点灯、消灯が制御され
る。
【００４３】
　ここで、上述した塗りむら評価装置１１以外の構成においては、１つの撮影装置として
ユニット化することができる。ここで、以下に撮影装置としての概略構成について図を用
いて説明する。
【００４４】
　＜撮影装置の概略構成例＞
　図２は、本実施形態における撮影装置の概略構成の一例を示す図である。なお、図２（
Ａ）は撮影装置を上方向から見た図を示し、図２（Ｂ）は撮影装置を側面方向から見た図
を示している。
【００４５】
　撮影装置３０のケース本体（例えば、モリテックス製、Ｆａｃｉａｌ　Ｓｔａｇｅ　Ｄ
Ｍ－３等）には、被写体Ｐが顎を載せて顔位置を固定するための顎載せ台３１を有してい
る。また、撮影装置３０は、ストロボ１９（例えば、キャノン製マクロツインライト　Ｍ
Ｔ－２４ＥＸ）の前に、例えばＵＶ偏光フィルタ３２（例えば、ルケオ製近紫外偏光板等
）やバンドパスフィルタ３３（例えば、ＨＯＹＡ製３６０＋３５０ｎｍ以下カットコーデ
ィング＋ＩＲカットコーティング）が設けられている。また、撮影装置３０は、電動ステ
ージ１４（例えば、シグマ光機製ＴＳＤＭ６０－２０Ｘ）に載置されるＵＶカメラ１２（
例えば、ＪＡＩ製ＣＶ－Ａ１ＵＶ　１４５万画素　１／２型ＣＣＤ）に設置されたＵＶレ
ンズ１２Ｌ（例えば、フジノン製ＵＶ－ＦＵＪＩＮＯＮ　Ｆ１：２．５　ｆ＝１２．５ｍ
ｍ等）の前にもＵＶ偏光フィルタ３４（例えば、ルケオ製近紫外偏光板等）が設けられて
いる。なお、上述したＵＶ偏光フィルタ３２及びＵＶ偏光フィルタ３４は、同一のフィル
タでもよく、種類又は使用形態の異なる（偏光の向きの縦横等）フィルタであってもよい
。
【００４６】
　また、図２（Ｂ）に示すように、コントロールボックス３５において、撮影装置３０内
における細部の制御を行うことができる。また、撮影装置３０は、蛍光灯２１（例えば、
東芝製ＦＮＣ２７ＮＥ－Ｚ等）により点灯された内部の照度を、予め撮影装置３０の内部
に設置される照度計等を用いて取得することもできる。
【００４７】
　このように撮影装置３０を用いることにより、所定のＵＶ波長領域（例えば、ＵＶＡ領
域等）における被写体の全顔又は局部の画像を高精度に取得することができる。なお、撮
影された画像は、上述した塗りむら評価装置１１（例えば、Ｄｅｌｌ製Ｐｒｅｃｉｓｉｏ
ｎ３９０等）に送られ、塗りむら評価装置１１により画像処理がなされた撮影画像を用い
て塗りむら評価を行う。
【００４８】
　＜塗りむら評価装置１１：機能構成例＞
　次に、本実施形態における塗りむら評価装置１１の機能構成例について図を用いて説明
する。
【００４９】



(8) JP 5612846 B2 2014.10.22

10

20

30

40

50

　図３は、本実施形態における塗りむら評価装置の機能構成の一例を示す図である。図３
に示す塗りむら評価装置１１は、入力手段４１と、出力手段４２と、蓄積手段４３と、撮
影制御手段４４と、指標導出手段４５と、評価手段４６と、送受信手段４７と、制御手段
４８とを有するよう構成されている。
【００５０】
　入力手段４１は、皮膚外用剤が塗布された被写体の肌画像を所定のＵＶ波長領域（例え
ば、ＵＶＡ領域）で取得するための画像測定指示や、測定した画像に基づく評価指標の導
出指示、評価指標に基づく評価指示等の各種指示の入力を受け付ける。なお、入力手段４
１は、例えばキーボードや、マウス等のポインティングデバイス等からなる。
【００５１】
　また、入力手段４１は、外部装置等により既に撮影された被写体の肌画像を送受信手段
４７等により取得するための指示入力や、被写体に対するユーザ情報等の各種データを入
力する機能も有している。
【００５２】
　出力手段４２は、入力手段４１により入力された内容や、入力内容に基づいて実行され
た内容等の表示・出力を行う。なお、出力手段４２は、ディスプレイやスピーカ等からな
る。更に、出力手段４２は、プリンタ等の機能を有していてもよく、その場合には塗りむ
ら評価結果等を、紙等の印刷媒体に印刷してユーザ等に提示することもできる。
【００５３】
　蓄積手段４３は、撮影制御手段４４により得られる撮影制御内容や、指標導出手段４５
により得られる指標導出結果、評価手段４６により得られる指標等に基づく塗りむら評価
結果等の各種データを蓄積する。
【００５４】
　また、蓄積手段４３は、送受信手段４７により取得される上述した撮影装置３０等から
得られる電動ステージ１４の位置情報と、その位置でＵＶカメラ１２により撮影された画
像とを関連付けて蓄積する。なお、蓄積手段４３に蓄積される各種データは、撮影或いは
蓄積された日時情報や被写体情報等と共に管理されており、これにより、経時的に個人毎
の塗りむら評価を行うこともできる。更に、蓄積手段４３は、必要に応じて蓄積されてい
る各種データを読み出すことができる。
【００５５】
　撮影制御手段４４は、予め設定される条件に基づいて、被写体に所定の波長領域の紫外
線又は可視光線を照射し、その照射して得られる肌（皮膚）画像を撮影するための各種制
御を行う。また、撮影制御手段４４は、例えばＵＶレンズ１２Ｌのフォーカス調整や、ゲ
イン、シャッタースピード、撮影する被写体の顔の位置や撮影回数、撮影タイミング、ス
トロボ１９の発光タイミング等の各種撮影パラメータの制御も行う。
【００５６】
　また、撮影制御手段４４は、ＵＶカメラ１２により撮影された画像を取得し、取得した
画像がＵＶ画像である場合には、その反転画像を生成する。また、撮影制御手段４４は、
取得した画像が可視画像（カラー）である場合には、その白黒画像を生成する。なお、こ
れらの画像は、蓄積手段４３に蓄積される。
【００５７】
　指標導出手段４５は、評価手段４６や制御手段４８等からの指示により、撮影制御手段
４４により得られる撮影画像に対して、塗りむら評価を行うための少なくとも１つの指標
を導出する。つまり、指標導出手段４５により導出される少なくとも１つが皮膚外用剤の
塗りむら評価の指標として用いられる。
【００５８】
　例えば、指標導出手段４５は、予め設定されたむらなく塗られた肌画像（顔全体又は局
部の皮膚等）の輝度情報等を基準画像として１又は複数生成しておき、その画像情報のそ
れぞれ又は複数を組み合わせた情報から指標を生成し、生成された指標を基準として、撮
影された画像に対する塗りむら評価を行ってもよい。これにより、同一画像に対して評価
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者毎に塗りむら評価が異なるといったことがなく、容易且つ高精度に塗りむら評価を行う
ことができる。
【００５９】
　なお、上述した基準画像は、被写体（塗りむら評価対象者）本人から直接取得できるこ
とが好ましいが、皮膚外用剤が肌等に塗られているため皮膚外用剤が色を有する場合には
、肌の地色は特に意識する必要がないため、被写体本人から基準画像を取得せず、他人か
ら基準画像を取得してもよい。また、被写体本人から基準画像を生成する場合には、例え
ば、化粧アドバイザーやメイクアップアーティスト等が塗布したむらのない肌から基準画
像を取得しておくことが好ましい。なお、被写体本人がむらなく塗布した肌画像を用いて
もよい。
【００６０】
　本実施形態では、塗りむらを評価するための指標を導出しておくことで、塗りむらを迅
速且つ高精度に評価することができる。また、本実施形態では、上述以外の指標として、
例えば肌画像に対する皮膚外用剤の塗布による紫外線防止効果等の指標を設定しておくこ
とにより、皮膚外用剤の塗布による紫外線防止効果を迅速且つ高精度に評価することがで
きる。また、上述した指標は、皮膚外用剤の塗布前と塗布後において、例えば、紫外線曝
露（照射）による皮膚への効果を簡便かつ短時間に評価することができる。
【００６１】
　評価手段４６は、皮膚外用剤を塗布した肌の塗りむらを評価する。なお、塗りむら評価
は、撮影制御手段４４により、上述したＵＶカメラ１２等で撮影された画像をディスプレ
イ等の出力手段４２等により表示し、表示した画像をユーザ等が目視にて確認し、塗りむ
らを評価してもよい。このとき、評価手段４６は、塗りむらを目視しやすくするために、
例えばＵＶ撮影画像を画像処理により反転処理させたり、可視によるカラー撮影画像を画
像処理により白黒画像として出力手段４２に表示させてもよい。
【００６２】
　また、評価手段４６は、撮影制御手段４４により得られる被写体の肌画像と、指標導出
手段４５により得られる少なくとも１つの指標を用いて塗りむらを定量的に評価すること
ができる。
【００６３】
　例えば、評価手段４６は、撮影制御手段４４から取得した画像から例えば、肌部分等の
所定領域（皮膚領域）における画素毎の輝度を算出し、算出された輝度情報からヒストグ
ラムを生成する。更に、評価手段４６は、生成したヒストグラムを用いて指標導出手段４
５により塗りむら指標を算出させ、算出させた指標結果に基づいて、撮影された被写体の
塗布状態について塗りむら評価を行う。なお、評価手段４６における塗りむら評価につい
ては後述する。
【００６４】
　送受信手段４７は、上述した撮影装置３０に対して撮影するための各種制御信号を送信
する。また、送受信手段４７は、撮影装置３０から被写体を撮影した画像や、ＵＶカメラ
１２の位置情報、通信ネットワーク等により接続された外部装置等で取得された画像等を
受信することができる。また、送受信手段４７は、指標導出手段４５により導出された指
標情報や、評価手段４６により得られる評価結果を外部装置に出力することができる。
【００６５】
　制御手段４８は、塗りむら評価装置１１の各構成部全体の制御を行う。具体的には、制
御手段４８は、例えばユーザ等による入力手段４１からの各種指示情報等に基づいて、撮
影制御処理や指標導出処理、評価処理等の各制御を行う。
【００６６】
　＜評価手段４６における塗りむら評価について＞
　ここで、上述した評価手段４６における塗りむら評価について図を用いて説明する。図
４は、本実施形態における塗りむら評価を行うための塗りむら指標の一例を示す図である
。図４に示すように、例えば、塗りむらが大きい画像と塗りむらが小さい画像があった場
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合、例えば、画像を構成する画素毎の輝度のヒストグラムを生成し、その生成されたヒス
トグラムを比較する。なお、図４に示すようなヒストグラムを生成する場合、横軸は輝度
（０～２５５）とし、縦軸は頻度（同一の輝度を有する画素）とする。
【００６７】
　この場合、図４に示すように、塗りむらが大きい画像の場合には、塗りむらによって生
じる輝度の違いによりヒストグラム幅が大きくなり、塗りむらが小さい画像の場合には塗
りむらがなく輝度が略均一となるため、ヒストグラム幅が小さくなる。
【００６８】
　そこで、評価手段４６は、上述したヒストグラムを生成し、生成したヒストグラムから
塗りむら指標を算出する。なお、指標の算出は、指標導出手段４５により行われる。この
場合の指標の一例としては、例えば半値幅や標準偏差（ＳＤ）等があり、値が小さい方が
塗りむらが小さくなる。具体的には、図４に示す例において、例えば塗りむらが大きい画
像の標準偏差は３８．５５となり、塗りむらが小さい画像の標準偏差は２２．９０となる
。
【００６９】
　したがって、評価手段４６は、半値幅や標準偏差の値に応じて塗りむらレベルを予め設
定し、塗りむらに対して段階的に評価（例えば、５段階評価、ＯＫ／ＮＧ等）をすること
ができ、定量的な評価を実現することができる。なお、指標については、本発明において
はこれに限定されるものではない。
【００７０】
　ここで、上述したヒストグラムは、画像中の輝度情報に基づいて生成したが、輝度情報
以外にも、例えば色度情報や色彩情報等が取得可能なカメラを用いて撮影された画像であ
れば、それらの情報を有する基準画像を生成しておき、その画像情報のそれぞれ又は組み
合わせた情報から複数の指標を生成し、生成された複数の指標から選択された少なくとも
１つの指標を基準として、撮影された画像に対する塗りむら評価を行うことができる。こ
れにより、容易に多種の塗りむら評価を行うことができる。
【００７１】
　更に、評価手段４６は、画像に含まれる皮膚領域の輝度情報等と、予め設定される皮膚
外用剤に含まれる吸収剤及び／又は散乱剤の混合比率とに基づいて塗りむらを評価するこ
ともできる。これにより、より高精度に塗りむらを評価することができる。
【００７２】
　＜塗りむら評価装置１１：ハードウェア構成＞
　ここで、上述した塗りむら評価装置１１においては、各機能をコンピュータに実行させ
ることができる実行プログラム（塗りむら評価プログラム）を生成し、例えば汎用のパー
ソナルコンピュータ、サーバ等にその実行プログラムをインストールすることにより、本
発明における皮膚外用剤塗布後の塗りむら評価処理等を実現することができる。ここで、
本実施形態における塗りむら評価処理が実現可能なコンピュータのハードウェア構成例に
ついて図を用いて説明する。
【００７３】
　図５は、本実施形態における皮膚外用剤塗布後の塗りむら評価処理が実現可能なハード
ウェア構成の一例を示す図である。図５におけるコンピュータ本体には、入力装置５１と
、出力装置５２と、ドライブ装置５３と、補助記憶装置５４と、メモリ装置５５と、各種
制御を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）５６と、ネット
ワーク接続装置５７とを有するよう構成されており、これらはシステムバスＢで相互に接
続されている。
【００７４】
　入力装置５１は、ユーザ等が操作するキーボード及びマウス等のポインティングデバイ
スを有しており、ユーザ等からのプログラムの実行等、各種操作信号を入力する。また、
入力装置５１は、ネットワーク接続装置５７等に接続された外部装置から通信ネットワー
クを介して得られる既に測定された評価対象部位における皮膚外用剤の塗布後又は紫外線
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曝露後に撮影された被写体の肌画像等における画像等の各種データを入力することもでき
る。
【００７５】
　出力装置５２は、本発明における処理を行うためのコンピュータ本体を操作するのに必
要な各種ウィンドウやデータ等を表示するディスプレイを有し、ＣＰＵ５６が有する制御
プログラムによりプログラムの実行経過や結果等を表示することができる。また、出力装
置５２は、上述の処理結果等を紙等の印刷媒体に印刷して、ユーザ等に提示することがで
きる。
【００７６】
　ここで、本発明においてコンピュータ本体にインストールされる実行プログラムは、例
えば、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）メモリやＣＤ－ＲＯＭ、Ｄ
ＶＤ等の可搬型の記録媒体５８等により提供される。プログラムを記録した記録媒体５８
は、ドライブ装置５３にセット可能であり、記録媒体５８に含まれる実行プログラムが、
記録媒体５８からドライブ装置５３を介して補助記憶装置５４にインストールされる。
【００７７】
　補助記憶装置５４は、ハードディスク等のストレージ手段であり、本発明における実行
プログラムや、コンピュータに設けられた制御プログラム等を蓄積し必要に応じて入出力
を行うことができる。
【００７８】
　メモリ装置５５は、ＣＰＵ５６により補助記憶装置５４から読み出された実行プログラ
ム等を格納する。なお、メモリ装置５５は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ
）やＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等からなる。
【００７９】
　ＣＰＵ５６は、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の制御プログラム、及び
メモリ装置５５に格納されている実行プログラムに基づいて、各種演算や各ハードウェア
構成部とのデータの入出力等、コンピュータ全体の処理を制御して各処理を実現すること
ができる。なお、プログラムの実行中に必要な各種情報等は、補助記憶装置５４から取得
することができ、また実行結果等を格納することもできる。
【００８０】
　ネットワーク接続装置５７は、通信ネットワーク等と接続することにより、実行プログ
ラムを通信ネットワークに接続されている他の端末等から取得したり、プログラムを実行
することで得られた実行結果又は本発明における実行プログラム自体を他の端末等に提供
することができる。
【００８１】
　また、ネットワーク接続装置５７は、通信ネットワークに接続された外部装置により既
に測定された評価対象部位における皮膚外用剤の塗布後又は紫外線曝露後に撮影された被
写体の肌画像等の各種データを取得することもできる。
【００８２】
　上述したようなハードウェア構成により、本発明における皮膚外用剤塗布後の塗りむら
評価処理を実行することができる。また、プログラムをインストールすることにより、汎
用のパーソナルコンピュータ等で本発明における皮膚外用剤塗布後の塗りむら評価処理を
容易に実現することができる。
【００８３】
　＜皮膚外用剤塗布後の塗りむら評価処理手順＞
　次に、本実施形態における皮膚外用剤塗布後の塗りむら評価処理手順について説明する
。図６は、本実施形態における皮膚外用剤塗布後の塗りむら評価処理手順の一例を示すフ
ローチャートである。
【００８４】
　図６に示す皮膚外用剤塗布後の塗りむら評価処理は、塗りむら評価対象者の肌に紫外線
吸収剤及び／又は紫外線散乱剤等を含む皮膚外用剤を塗布する（Ｓ０１）。なお、皮膚外
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用剤を塗布した後は、その効果が見られる程度に所定時間経過させるのが好ましい。経過
させる時間は、皮膚外用剤や塗布量、塗布した部位等により異なるが、例えば１５分や３
０分程度の時間が好ましい。
【００８５】
　次に、塗りむらを評価する評価対象部位（肌、手、腕、足等の体の皮膚の各部位又は所
定の領域）を選択し（Ｓ０２）、選択した部位に所定の波長領域の紫外線を照射するか否
かを判断し（Ｓ０３）、ここで、被写体に所定の紫外光を照射する場合（Ｓ０３において
、ＹＥＳ）、所定の波長領域の紫外光を被写体に照射（曝露）する（Ｓ０４）。なお、本
実施形態における各照射条件は、測定条件や評価対象部位、塗布する皮膚外用剤、塗布量
、評価対象として用いられる指標の内容等により任意に設定される。
【００８６】
　次に、Ｓ０４の処理後、又はＳ０３の処理において、紫外光を照射しない場合（Ｓ０３
において、ＮＯ）、選定した部位の画像をカメラ等で撮影することにより取得する（Ｓ０
５）。
【００８７】
　ここで、更に他の部位の撮影を行うか否かを判断する（Ｓ０６）。この場合には、例え
ば他の部位に対して撮影を行ってもよく、また、同一部位について別の皮膚外用剤を塗布
するか、紫外光の波長領域を変更して照射するか等の条件を、既に測定した条件と異なら
せて処理を実行することができる。
【００８８】
　Ｓ０６の処理において、更に部位の測定を行う場合（Ｓ０６において、ＹＥＳ）、Ｓ０
２に戻り他の評価対象部位又は他の条件により後続の処理を行う。また、更に部位の測定
を行わない場合（Ｓ０６において、ＮＯ）、取得した画像を用いて上述した手法により塗
りむらを評価し（Ｓ０７）、その評価結果を出力する（Ｓ０８）。
【００８９】
　ここで、画像を用いて塗りむらを評価する際、上述したように予め設定された指標を用
いて評価を行ってもよい。なお、指標の導出は、予め設定された指標を用いてもよく、評
価対象部位や皮膚外用剤の成分、既に導出して評価された指標の内容等より任意に設定さ
れてもよい。これにより、皮膚外用剤を使用者に塗布した後の塗りむらを簡便且つ短時間
に評価することができる。
【００９０】
　＜実施例＞
　次に、指標の導出と、その指標による評価例について説明する。図７は、紫外線吸収剤
、紫外線散乱剤を含む皮膚外用剤を擬似皮膚に塗布して撮影した画像例を示す図である。
なお、吸収剤としては、一例としてヒマシ油に溶解した「オクトクリレン」、「＊ユビナ
ールＡ＋Ｂ」、「オクチルメトキシシンナメート（パルソールＭＣＸ）」を用いた。なお
、図７におけるＵＶＡ領域吸収の大きさは、「ユビナールＡ＋Ｂ＞オクトクリレン＞オク
チルメトキシシンナメート」の関係となっている（＊：ジエチルアミノヒドロキシベンゾ
イル安息香酸ヘキシル－パラメトキシケイ皮酸２－ヘキシル混合液）。
【００９１】
　また、散乱剤としては、同じ濃度相当のエタノールに溶解させてからヒマシ油に溶解し
た「疎水化処理微粒子酸化チタン」、「疎水化処理微粒子酸化亜鉛」を用いた。更に、図
７に示す比率（％）は、化粧料との混合比率を表している。
【００９２】
　図７に示すように、可視光撮影したものは、吸収剤も散乱剤も見た目は余り変わらず区
別をつけることができない。しかしながら、本実施形態を用いてＵＶ画像で撮影したもの
は、吸収剤も散乱剤もそれぞれ区別可能に変化しているのが目視でも確認することができ
る。したがって、塗布の均一性（塗りむら）を簡便且つ短時間に評価することができる。
【００９３】
　また、本実施形態によれば、画像に含まれる皮膚領域の輝度情報等と、予め設定される
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皮膚外用剤に含まれる吸収剤及び／又は散乱剤の混合比率とに基づいて塗りむらを評価す
ることができる。
【００９４】
　更に、図７に示すように、皮膚外用剤に含まれる吸収剤及び／又は散乱剤の混合比率に
より輝度等が異なるため、本実施形態では、例えば画像に含まれる皮膚領域の輝度情報等
と、予め設定される皮膚外用剤に含まれる吸収剤及び／又は散乱剤の混合比率とに基づい
て塗りむらを評価することもできる。これにより、より高精度に塗りむらを評価すること
ができる。なお、上述した輝度以外にも色度や色彩が取得可能であれば、色度や色彩の各
情報を用いてもよく、更に輝度も含めて、それらのうち少なくとも２つを組み合わせても
よい。
【００９５】
　また、図７に示すように画面に差があるため、例えば、「ＵＶＡ領域の吸収が小さい吸
収剤に配合の乳液を塗布した場合」、「ＵＶＡ領域の吸収が大きい吸収剤に配合の乳液を
塗布した場合」、「ＵＶＡ領域の吸収が小さい散乱剤に配合の乳液を塗布した場合」、「
ＵＶＡ領域の吸収が大きい散乱剤に配合の乳液を塗布した場合」、「ＵＶＡ領域の吸収が
大きい吸収剤と散乱剤に配合の乳液を塗布した場合」、「ＵＶＡ領域の吸収が小さい吸収
剤と散乱剤に配合の乳液を塗布した場合」等、あらゆるパターンにおいて適切な塗りむら
評価を実現することができる。
【００９６】
　また、図８～１１は、本実施形態における取得した画像例と評価の内容を説明するため
の図（その１～その４）である。なお、図８は、上手に塗布した場合の撮影画像を示し、
図９～図１１は、塗りむらのある撮影画像を示している。
【００９７】
　ここで、図８～１１における被写体（Ａ）～（Ｄ）の画像の撮影は、上述した撮像手段
３０を用いて行い、具体的には以下の設定及び手順で行った。まず、ＵＶカメラ１２のパ
ラメータを設定（可視光）する。照明は蛍光灯２１を点灯させ、フィルタはガラスフィル
タをセットする。電動ステージ１４は、稼動範囲の中央に移動させる。また、ＵＶレンズ
１２ＬによりＵＶカメラ１２のフォーカスを調整し、撮影パラメータ等を設定する。
【００９８】
　なお、撮影パラメータとして設定可能な項目としては、例えばゲインとシャッタースピ
ードであり、ＵＶ撮影に関しては、フォーカス位置も調整可能である。ゲインは、例えば
０～２５５の２５６段階とし、シャッタースピードは、例えば１／３０，１／６０，１／
１００，１／２５０，１／５００，１／１０００，１／２０００，１／４０００の８段階
とする。また、フォーカス（ＵＶ撮影のみ）は、可視光撮影時のフォーカス位置からの相
対パルス数を指定する（マイナス方向でカメラ前進、プラス方向でパメラ後退）。
【００９９】
　また、撮影は以下の手順で行う。まず、ＵＶカメラ１２で可視光画像を撮影し、照明を
フラッシュに切り替え、ＵＶのフォーカス位置へＵＶカメラ１２を載置された電動ステー
ジ１４を移動する。
【０１００】
　次に、ＵＶ用偏光フィルタをセットし、カメラパラメータをＵＶ撮影用に設定し、ＵＶ
画像を撮影する。次に、可視光画像、ＵＶ画像の画像を表示又は保存する。なお、保存す
る場合には、可視光画像とＵＶ画像のそれぞれのガンマが１．０と０．４５の画像となる
。また、保存されるデータ形式は、ビットマップ形式やＪＰＥＧ形式等の既存の画像フォ
ーマットから最適なフォーマットを選択することができる。
【０１０１】
　なお、図８～図１１は、それぞれ可視光撮影画像、ＵＶ撮影画像、可視光（白黒画像）
画像、ＵＶ画像を反転させたＵＶ反転画像を示している。ここで、ＵＶ反転画像や可視光
（白黒）画像は、評価手段４６において、塗りむら評価時にユーザが目視で評価しやすく
するために画像処理されたものである。
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【０１０２】
　ここで、各画像を比較すると、まず図８に示すように、塗布がむらなく均一にされてい
る場合には、例えばＵＶ反転画像等を確認すると肌領域中に色が変化している部分が少な
い。しかし、図９に示されているように、肌に皮膚外用剤がぬられていない部分があった
り、塗りむらもある場合には、撮影された画像の肌領域中における色の変化が激しい。特
に吸収剤を含む皮膚外用剤の場合には、その部分が明るく見えるため、どこにむらがある
かが容易に把握することができる。また、散乱剤を含む皮膚外用剤においても同様に色の
明暗から塗布していないむらがある部分を容易に把握することができる。また同様に、図
１０に示されているＵＶ画像やＵＶ反転画像等から、一部しか皮膚外用剤を塗布していな
いことが容易に評価でき、図１１に示されているＵＶ画像やＵＶ反転画像等に示すように
、塗布量が一定でなく、塗りむらもあることが容易に評価できる。また、これらの画像を
上述した指標等を用いて定量的に評価することもできる。
【０１０３】
　上述したように、本発明によれば、皮膚外用剤を使用者に塗布した後の塗りむらを簡便
且つ短時間に評価することができる。また、本発明によれば、例えば紫外線防止用等の皮
膚外用剤の有効性を評価することができる。
【０１０４】
　これにより、本発明では、例えばＵＶカメラを活用したサンスクリーン又はサンプロテ
クトの塗りむら評価等を行うことにより、紫外線カメラを活用してＵＶ吸収剤やＵＶ散乱
剤に対して特異的に画像化を行い、サンスクリーン又はサンプロテクトの塗り評価を行う
方法を提供することができ、意図的にＵＶ吸収剤、散乱剤を混合したモデル乳液、美容液
等の塗りむらの評価も行うことができる。
更に、本発明によれば、化粧を塗る位置毎或いは使用者毎に、塗り方についてカウンセラ
ーによるカウンセリングを実施することができ、その他、広く美容法の評価にも活用する
ことができる。
【０１０５】
　なお、本発明における皮膚外用剤としては、例えば、軟膏、クリーム、ローション、ス
プレー、泥膏(パスタ)、糊膏(リニメント)、硬膏(テープ剤を含む)、油脂、粉末剤等に広
く適用される。
【０１０６】
　以上本発明の好ましい実施例について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種々
の変形、変更が可能である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１０　塗りむら評価システム
　１１　塗りむら評価装置
　１２　ＵＶカメラ
　１３　コントローラ
　１４　電動ステージ
　１５　カメラ電源
　１６　タイミング制御手段
　１７　制御手段
　１８　ＮＤ（Ｎｅｕｔｒａｌ　Ｄｅｎｓｉｔｙ）フィルタ
　１９　ストロボ
　２０　インバータ
　２１　蛍光灯
　２１塗りむら評価装置
　３０　撮影装置
　３１　顎載せ台
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　３２，３４　ＵＶ偏光フィルタ
　３３　バンドパスフィルタ
　３５　コントロールボックス
　４１　入力手段
　４２　出力手段
　４３　蓄積手段
　４４　撮影制御手段
　４５　指標導出手段
　４６　評価手段
　４７　送受信手段
　４８　制御手段
　５１　入力装置
　５２　出力装置
　５３　ドライブ装置
　５４　補助記憶装置
　５５　メモリ装置
　５６　ＣＰＵ
　５７　ネットワーク接続装置
　５８　記録媒体

【図１】 【図２】
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